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平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓□事務での注

意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

さて、今回のテーマは、 障害認定日について  です。

かけはじ第49号 (平成30年3月 )、 かけはし別冊 (令和5年 5月 <基本事項>)におきまし

ても同様のテーマを掲載しておりますが、照会が多<寄せられているテーマですので、追加事項

を含め再度掲載します。なお、追記した事項については青字とさせていただきました。

障害認定日とは請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月
以内にその傷病が治った場合においては、その治つた日 (その症状が固定し、治療の効

果が期待できない状態に至った日を含む。)とされています。

「傷病が治つた場合」とは、器質的欠損若し<は変形又は機能障害を残している場合は、
医学的にその傷病が治つたとき、又はその症状が安定し、長期にわたつてその疾病の固

定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。具体的には、

次の (2)表の 障 害認定日」が初診日から起算して1年6月を経過した日より前である
場合は、その日を障害認定日とします。 なお、表以外の場合でも、障害認定基準に記載
されている「傷病が治つた場合」に該当すれば、初診日から起算して 1年 6月 を経過し
た日より前に障害認定日として認定されます。

また、20歳前の未加入期間に初診日がある場合は、初診日から起算して 1年 6月を経
過した日が20歳前の場合は20歳に到達した日、20歳後の場合は 1年 6月を経過した日
のことをいいます。

(1)障害認定日とは

第 45口 ′
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肢体

脳血管障害による機能障害

呼吸  在宅酸素療法

人工弁、心臓ペースメーカー、

植え込み型除細動器 (ICD)
心臓移植、人工心臓、補助人工

心臓

CRT(心 臓再同期医療機器)、
CRT― D(除細動器機能付き
心臓再同期医療機器)

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤
により人工血管 (ステントグラ
フトも含む)を挿入置換

初診日から6月を経過した日

以後 (※ 4)

開始日 (常時使用の場合 )

装着日

移植日又は装着日

2級

上肢 3大関節又は下肢 3大
関節に人工関節を挿入置換

した場合、原則 3級
(※ 2)

1肢の切断で2級、 2肢の
切断で 1級、
一下肢のショパール関節以

上で欠くと2級、
リスフラン関節以上で欠く

と 3級

3級 (常時 (24時間)使
用の場合 )

喉頭全摘出日 (※ 1)

人工骨頭、人工関節を挿入置換  挿入置換日

3級

1級 (術後の経過で等級の
見直しがある)

重症心不全の場合は 2級
(術後の経過で等級の見直

しがある)

3級 (一般状態区分が
「イ」か「ウ」の場合)

2級

左記のいずれか 1つで 3級

3級

1級

装着日

挿入置換日

腎臓  人工透析療法
透析開始日から起算して3月

を経過した日

(※ 5)

造設日又は手術日から起算
して6月を経過した日

(※ 5)
人工肛門造設、尿路変更術

他   新膀脱造設 造設日

状態に至つた日から起算し

て3月を経過した日以後

(※ 6)

(※ 1)～ (※ 6)の詳細については、次ページ以降をご参照ください。

(2)初診日から起算して1年6月を経過する前に
障害認定日として取り扱う事例

切断又は離断日

切断又は離断による肢体の障害   (障 害手当金は創面治癒
日)(※ 3)

循環器

(心臓 )

遷延性植物状態
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前ページ (2)表の事例に該当する場合は、原則※、診断書の治った日の記載にかかわ
らず、事例に該当した日を障害認定日とします。例えば、ひざ上で足を切断し、診断書に

「傷病が治つていない場合・・症状がよくなる見込 無」と記載されていたとしても、切
断日を障害認定日とします。

※脳血管障害による機能障害と遷延性植物状態については、医学的観点から、それ以上

の機能回復がほとんど望めないと認められた日を確認するため、治つた日の記載が

必要です。

●

●

●

●

喉頭全摘と類似している醒堅理墓当艶の」易:GL藍菱:書[襲:量旦」生_日1査∠]生』ヨ塑
`L_また、]囲■_【立上∠止三二_2_塗童璽ュ_』審装置宣旦堕上整型2圭二△生_

なお、喉頭全摘した場合は原則、永久固定となります。

人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、診断書の内容によっては、障害等級の

目窒より1上並墾缶■生昼うことざ墨生ま立に (16ページの資料①「人工関節または人工
骨頭をそう入置換した方の障害状態が悪化した場合の障害認定 (想定事例)」 参照。)

∧

じ します。つ

(17ページの資料②「肘関節の人工関節挿入置き換えの取り扱い」参照。)

骨の部分から切り離された状態を「切断」、関節部分から切り離された状態を「離

断」といいます。

」ヨ2.辺迷歴型出雖翫による障害の程度を認定する時期 (本来の障害認定日より前)は、
3重l墜■.L匡髭:型:塾:L:笠塁金』壁■1型liX巳量盤皿」≧旦ですが、瞳豊王当金生旦丞L⊇堕工
昼二週蝠薩盤箋塾しL旦になります。ただし、手当金相当の切断と機能障害が混在する

場合は、本来の障害認定日となることがあります。
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脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以降※

に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定

されるため、請盛塑■■幽獲茜認皇ら11図量lのIC」」l墨∠2重L`堕_
なお、症状が固定していないと認定されて不支給となつた場合も、初診日から起算

して 1年 6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障

害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。

※初診日から6月を経過するまでは症状が固定しているとは認められません。



● 初彪重堕二垂遜塾堕こ■■{正髭壼塾堕壺璽垂二⊆ 二、人工透析療法の場合は透析開始日か
ら起算して3月経過した日、人工肛門造設又は尿路変更術の場合は、造設日又は手術日

から起算して6月経過した日を障害認定日として請求することができます。

●
聾
=延
■捜鈍医農Ⅲ2a陶識瓢ェ_スクQγ⑥日乏当塁 _辺っ、重ね23月以」二盤

続し口調腟題赳』0ここ塁饉の二
=2■
■■
=奎…
通延性植物状態 (障害認定曰)の起算

日は、診断基準の6頂日に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定して

から3月を経過した日_ではあ_りません。

<植物状態の診断基準の6項目>

①自力で移動できない

②自力で食物を摂取できない

③糞尿失禁をみる

④目で物を追うが認識できない              ァ

⑤簡単な命令には応することもあるが、それ以上の意思の疎通ができない

⑥声は出るが意味のある発語ではない
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人工関節または人工骨頭をそう入置換した方の障害状態が悪化した場合の障害認定(想定事例)

【障害認定基準よリー部抜粋 ～第1 上肢の障害 2 認定要領 (1)コ より～】
コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

(ア) 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上
にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一上肢について1ま 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当すると

き、両上肢について1ま「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位

等級に認定する。
(イ)障 害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日 (初診日から起算して1年 6月 を超え
る場合を除く。)とする。

<想定事例 :障害厚生年金の認定の場合>

○障害認定日による障害厚生年金 3級 と額改定請求 (同一傷病による場合)

初診日

R6.1.1

額改定請求可能

R7.1.4

1関節以上そう入置換
R6.1.3

障害認定日

障害厚生年金 3級受給権発生

<障害認定のポイント>
障害認定にあたっては、そう入置換した数により障害等級を決定 (併合認定)す
るので!まなく、そう入置換した数によらず 3級とするのを基本として、そう入置
換後の障害の程度により上位等級となるかどうか判断すること。また、障害の悪

化の原因が疼痛のみによるものでないか等に留意して認定すること。

<想定事例 :障害基礎年金の認定の場合>

○事後重症 (同一傷病による場合)

初診日

R6.1,1

事後重症請求

1関節以上そう入置換
R6.1.3

(障害認定日)

人工関節または人工骨頭を 1関節以上そう入置換していたが障害状態が悪化した。または、受

給権発生後に他の部位にも人工関節または人工骨頭をそう入置換したがその後障害状態が悪化

した。

人工関節または人工骨頭を 1関節以上そう入置換していたが障害状態が悪化した。または、受

給権発生後に他の部位にも人工関節または人工骨頭をそう入置換したがその後障害状態が悪化

した。

<障害認定のポイント>
障害認定にあたつては、そう入置換した数により障害等級を決定 (併合認定)す
るのではなく、そう入置換した数によらず 3級とするのを基本として、そう入置
換後の障害の程度により上位等級となるかどうか判断すること。また、障害の悪

化の原因が疼痛のみによるものでないか等に留意して認定すること。

資料①
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肘関節の人工関節そう入置換の取扱い

資料②

肘関節については、上腕昼旦関節に人工関節をそう入置換
した場合は、 3級に該当します。

※ 上腕撓骨関節の撓
骨頭に人工骨頭をそ

三2.丞亜重1菫12」≧圭墨≦翌は、

障害認定基準 (3級 )
に該当しません。

*肘関節は、上腕骨、
尺骨及び撓骨の 3本
の骨により構成され

ていますが、肘の屈
伸の主体である上腕
尺骨関節の人工関節
そう入置換が 3級に
該当します。

上腕尺骨関節に人工関節をそう入置換した日

※初診日の 1年 6か月後を超えて、そう入置換 した場合は、初診日の 1年 6か月後の日

右肘の例

上腕尺骨関節

後ろから見た図

撓骨頭※

撓骨

尺 骨

上腕骨

撓骨

障害の程度を認定する時期 (障害認定日)
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障害の程度
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